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通算 853号 2018年 2月 23日発行 

 

「組合費および支部運営費についての規程」の改正 
 

2 月 19 日に臨時代議員会を開き、「組合費および支部運営費についての規程」を改正しました。改正点

は次の 3点です。いづれの変更も施行は 2018年 5月 1日です。波線部分については支部でご検討およびご

対応お願いします。 規程の全文は http://www7a.biglobe.ne.jp/~akarenga/katudo.html をご覧ください。 

 

1. 組合費納入方法の追加 

【銀行引き落とし】に加えて【チェックオフ】による納入方法も可能としました。 

【チェックオフ】は法人との交渉が途中ですが、組合側の準備として追加しました。 

 

2. 組合費の複数月一括納入の追加 

【銀行引き落とし】による組合費納入の際に銀行に支払う手数料が 2018年 4月 1日から 2倍になりま

す。この手数料は今年度の場合、年間約¥23 万でした。この手数料の増額を抑えるための措置として、

組合費の納入を、毎月納入だけでなく、複数月分を一括で納入できるようにしました。複数月分をまと

めるかどうか、まとめるなら何か月分をまとめるかは、各支部でご検討ください。 

多くの支部で組合費の納入方法に【銀行引き落とし】を採用していると思います。手数料の変更につい

ては、支部の会計担当または支部長に銀行から連絡が届いています。一括納入の注意点として、手数料

を抑えることができますが、“手間が増える”ことになります。 

 

3. 組合費の変更 

組合費の月額を各自の給与の号給の 0.4% から、職種および職位ごとに定額に変更します。 

教育職俸給表(一)(年俸)該当者 ¥1,000 + ¥300 × (職務の級 － 1) 

特定教員就業規則該当者(テニュア・トラック教員, 特任教

員) 
¥500 

教育職俸給表(二)(三),一般職基本給表,技能職基本

給表(技能職員),医療技術職基本給表(薬剤師,栄養士,診療放

射線技師,臨床検査技師,診療エックス線技師,衛生検査技師,臨床工

学技士,理学療法士,作業療法士,視能訓練士,言語聴覚士,歯科衛生

士,歯科技工士,臨床心理士,診療情報管理士,社会福祉士),看護職

基本給表(保健師,助産師, 看護師, 准看護師) 該当者 

¥1,000 + ¥200 × (職務の級 － 1) 

非常勤職員 ¥500 

月額は毎年 5 月 1 日に決定し、その額を次年の 4 月 30 日まで用います。【職務の級】は「国立大学法

人信州大学職員基本給決定細則」の別表第 1をご覧ください。 

定額とすることで組合費の計算が簡素化されます。また組合員の給与情報が必要なくなります。 

これまで組合員の名簿として名前と連絡先(メールアドレス)のみ管理していたと思いますが、【職種】

と【職位】の情報を追加していただきますようよろしくお願いします。 
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